
 

 

令 和 ５ 年 １ 月 ５ 日 

株式会社  但馬銀行 

でんさいサービスの機能改善について 

 

 

平素は但馬銀行をご利用いただきありがとうございます。 

さて当行では、下記のとおりでんさいサービスの機能改善を実施することとなり

ましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

一、機能改善の内容 

 １．債務者請求方式における記録請求の制限期間の短縮 

   債務者請求方式における記録請求（でんさいの発生および譲渡）の制限期間

を、支払期日７営業日前から３営業日前に短縮します。 

   これにより、支払期日の３営業日前の日まで、発生記録請求（債務者請求方

式）および譲渡記録請求を行うことが可能となります。 

※ 詳しくは、こちらをご参照ください。 

 

 ２．債権金額下限の引下げ 

でんさいを発生または譲渡する際の債権金額の下限を、１万円以上から１円

以上に引下げます。 

これにより、１円から発生記録請求および（分割）譲渡記録請求を行うこと

が可能となります。 

 

二、でんさいネット業務規程・業務規程細則の一部改正 

上記一、の機能改善にともない、業務規程・業務規程細則の一部を改正します。 

※ 詳しくは、こちらをご参照ください。 

 

三、取扱開始日（業務規程・業務規程細則改正日） 

令和５年１月１０日（火） 

 

以  上  

 

本件に関するお問い合わせ 

但馬銀行 事務統括部 ０７９６－４４－５０５０ 

受付時間／平日 ９：００～１７：００ 

（ただし、銀行休業日を除く） 

 

https://www.densai.net/media/2022/04/20220428_newsrelease.pdf
https://www.densai.net/media/2022/11/20221213_newsrelease.pdf

